
平成31年度保険料率について 

議題１ 



  平成30年10月から11月にかけて開催した各支部の評議会での意見については、必ず提出を求めていたこ
れまでの取扱いを変更し、理事長の現時点における考え（状況に大きな変化がない限り、基本的には中長期
的な視点で保険料率を考えていくこと）を評議会で説明した上で、特段の意見があれば提出していただくことと
した。意見書の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※激変緩和措置については、計画的な解消以外の意見はほぼなく、保険料率の変更時期については、4月納
付分（3月分）以外の意見はなし。 

 平成31年度の保険料率に関する支部評議会の意見 

意見書の提出なし    9支部 

 

意見書の提出あり   38支部 
 

  ① 平均保険料率10％を維持するべきという支部   18支部 
 

  ② ①と③の両方の意見のある支部               13支部 
 

  ③ 引き下げるべきという支部                   6支部 
 

   ④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし）       1支部 
  



 平成31年度は、平成29年度の各支部の医療給付費等の実績に基づき、新たな保険料率に
見直す 

 平均保険料率は10％ ※内訳は、下表のとおり。 

 激変緩和率は8.6／10（平成31年１月頃の大臣告示により確定） 

 ４月納付（３月賦課）分の保険料率から新たな保険料率に変更 

 

 平成31年度都道府県単位保険料率算定のポイント 

 共通料率（A+B-C）   4.82% 

   A.第2号都道府県単位保険料率  3.99% 

   B.第3号都道府県単位保険料率  0.89% 

   C.収入等の率  0.06% 

 第1号平均保険料率  5.18% 

 計 10.00% 



 

■ 平均保険料率10％を維持して、中長期的に安定した運営を行うべきである。また、加入者や事業主に対する周知と理解
を得ることが重要である。 

 

■ 協会けんぽには、国庫補助が入っているが、過去には保険料率の引下げにあわせ、国庫補助も引き下げられたことがあるた
め、現行の平均保険料率10％は維持しなければならない。 

 

■2040年以降、高齢者が増加する一方、生産年齢人口の急激な減少が見込まれる中、今後の協会けんぽの存続を考え
ると、短期的な準備金の状況だけを見て保険料率を下げるのは、世代間の負担の公平性や所得の再分配の観点から、将
来世代につけを回してしまうという懸念がある。 

 

■ 医療機関等への受診者の増加及び１人当たり医療費の増加が医療費増加の主な要因であるが、近年の医療費増加は、
特に医療の高度化に伴う１人当たり医療費の増加に起因するところが大きい。そのような状況を踏まえると、中期的に考え
る必要があり、保険料率を下げることには疑問を感じる。 

 

■ 被保険者の立場からすると、保険料率引下げとなれば喜ばしいが、現状を踏まえると、10％を維持することが妥当と考える。 
 

■ 税や保険料の負担増の影響で事業所数が減少することのないよう、保険料率を下げられるときに下げるべきである。併せて、
国庫補助率が引き下げられることがないよう、国に訴えていかなければならない。  

 

■ 保険料率を議論するにあたっては、短時間労働者の適用拡大、高齢化に伴う医療費、拠出金の負担増、制度改正等、
社会的な情勢を踏まえて議論しなければならない。 

 

１．平均保険料率 

 平成31年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなかった。 

３．保険料率の変更時期 

 平成31年度の激変緩和率は8.6/10に引上げることで、特段の異論はなかった。 

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 

平成31年度保険料率に関するこれまでの主な運営委員の意見 
H30.12.19 
運営委員会資料より 



 



平成31年度和歌山支部保険料率 

平成31年度 
和歌山支部 
保険料率 

10.15％ 
（10.08％） 

第１号 
保険料率 
（激変緩和措置後） 

5.30％ 
（5.23％） 

＝ ＋ ＋ － 

第２号 
保険料率 
（全国一律） 

3.99％ 
（4.07％） 

第３号 
保険料率 
（支部精算分除く） 

0.89％ 
（0.79％） 

収支見込 
相当率 
（全国一律） 

0.06％ 
（0.02％） 

平成30年度保険料率算定時見込 平成31年度見込 

和歌山支部医療給付費（百万円） 37,019 38,997 

和歌山支部総報酬額（百万円） 650,244 672,202 

和歌山支部保険料率 10.08％ 10.15％ 

調整前保険料率 a 5.69％ 5.80％ 

年齢調整 b 0.04% 0.03％ 

所得調整 c ▲0.48% ▲0.52％ 

調整後第１号保険料率(a+b+c） 
 ※激変緩和措置前 

5.25％ 5.31％ 

第３号 
保険料率 
（支部精算分） 

0.03％ 
（0.01％） 

＋ 

※（ ）内は平成30年度保険料率 

第1号保険料率 
 
各支部の医療給付
費で決定され、年
齢・所得調整され
た料率 

第２号保険料率 
 

後期高齢者支援金
等の拠出金や現金
給付にかかる料率 
（全国一律） 

第３号保険料率 
（支部精算分除く） 

 
準備金積立てや業
務経費にかかる料
率 

第３号保険料率 
（支部精算分） 

 
29年度の支部収支
の赤字分にかかる
料率 

収支見込相当率 
 

雑収入や日雇いの
保険料収入 



       ■保険料率の急激な変動を緩和するため、導入された。 
       ■当初は、平成25年9月までに10/10とする（緩和措置終了）予定だったが、平成22年5月19日施行法律第35号で、平成   
       30年3月までに10/10（緩和措置終了）となればよいと期限が延長された。その後、平成25年5月24日施行法律第26号で、  
       平成32年3月までさらに期限が延長され、平成27年5月には医療に要する費用の適正化等に係る協会の取組の状況に応じて 
       平成36年３月31日までの間で政令で定める日（現時点では、激変緩和措置の期限は平成32年３月31日まで）とされた。 

協会けんぽの保険料率の推移 

変更月 H20.10 
H21.9
（任継は
H21.10) 

H22.3 
（任継は
H22.4) 

H23.3 
（任継は
H23.4) 

H24.3 
（任継は
H24.4) 

H25.3 
（任継は
H25.4) 

H26.3 
（任継は
H26.4) 

H27.4 
（任継は
H27.5) 

H28.3 
（任継は
H28.4) 

H29.3 
（任継は
H29.4) 

H30.3 
（任継は 
H30.4) 

H31.3 
（任継は 
H31.4) 

全国平均 
保険料率 

8.20 

8.20 9.34 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 
 
 
 
 

均衡保険料率 10.07 10.08 9.74 9.52 9.72 9.50 9.46 

国庫補助率 13.0％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 

※激変緩和率 1/10 1.5/10 2/10 2.5/10 2.5/10 2.5/10 3/10 4.4/10 5.8/10 7.2/10 8.6/10 

和歌山支部 
（激変緩和後） 

8.21 9.37 9.51 10.02 10.02 10.02 9.97 10.00 10.06 10.08 10.15 

据え置き前 10.10 10.11 

和歌山支部 
（激変緩和前） 

8.34 9.50 9.57 10.10 10.16 10.20 9.95 10.03 10.08 10.09 10.14 

据え置き措置 ●全国健
康保険協
会発足 
●全国統
一の保険
料率 

※激変緩和 

※激変緩和措置適用後の保険料率は、前々年度の都道府県支部ごとの収支決算における収支差の精算分を含めて算定した最終的な保険料率。 

単位：％ 
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熊本地震に伴う都道府県単位保険料率の特例的取扱いについて 

○ 平成28年４月に発生した熊本地震に伴い、被災地域において甚大な被害を受けた加入者
に対して、協会の判断により、医療機関の窓口負担を減免する措置が行われた（平成29年９
月で終了）。 

○ 窓口負担の減免により、医療機関にかかりやすくなったこと等から、特に熊本支部において
医療費の伸びが大きくなった（波及増）。 

   現行では、この医療費の波及増は、被災支部でそれぞれ負担する仕組みとなっている。 

 

 １．熊本地震に伴う窓口負担の減免措置と都道府県単位保険料率算定 

免除の対象 
平成28年４月14日 

～ ９月 
平成28年10月 ～ 平成29年９月 

一部負担金等 

 ＜熊本地震関連の一部負担金の取扱い＞ 

猶予 免除 

○ 平成23年３月に発生した東日本大震災においては、被災支部において医療費の波及増効
果が認められることから、過度な保険料負担とならないよう措置を行っているところ。 

○ 具体的には、平成24年度においては宮城支部及び福島支部の、平成25年度以降は福島支
部の波及増分を、当該支部に係る給付費から除き、全国一律に賦課している。 

○ なお、平成29年度実績における福島支部の当該波及増額は約19億であり、平成31年度都
道府県単位保険料率に反映させる予定。 

 

 ２．先行事例――東日本大震災の波及増にかかる取扱いについて―― 



○ 下のグラフは、平成29年度における、熊本支部の加入者１人当たり医療費の、熊本支部及
び福島支部以外の全支部の加入者１人当たり医療費との比率（以下、「医療費単価比」とい
う。）を示したものである。 

○ これによると、平成29年度の医療費単価比が、減免措置期間が終了した同年10月～平成
30年２月の医療費単価比と比べて大きくなっている。 

 

 ３．熊本地震における加入者１人あたり医療費の動向 

1.059

1.067

1.048

1.000

1.010

1.020

1.030

1.040

1.050

1.060

1.070

1.080

H29 H29.3～9 H29.10～H30.2

熊本支部における１人当たり医療費の全国との比率の推移
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○ 窓口負担の減免措置は、被害の甚大な状況に鑑み、国からの要請等も踏まえ、協会全体で
決定したことであり、その波及増の影響については、広く全支部で負担することが適切。 

○ 当該被災支部の加入者であっても、減免措置が講じられない加入者も多く、そういう加入者
に負担を求めるのは不適当。 

○ 東日本大震災においては、上記の理由からすでに特例的措置を講じており、公平性の観点
からも同様の手当てを行うことが適当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なお、熊本地震に伴う窓口負担の減免措置は平成29年度（平成29年９月）までの措置であ
ることから、平成30年度以降は発生しない。 

 ４．熊本地震に伴う波及増分の都道府県単位保険料率算定の特例的扱い 

東日本大震災と同様、熊本地震に伴う 
波及増分を、全支部で負担することとしたい。 

大臣告示の改正により措置 







31年度支部長意見（案） 30年度支部長意見 

○和歌山支部保険料率  
 30年度：10.08％→  
 31年度（見込み）：10.15%（＋0.07%） 

  
  
  

○和歌山支部保険料率  
  29年度：10.06％→  
  30年度：10.08％（+0.02％） 
  
平均保険料率を引き下げる議論があったにもかかわらず、

平均保険料率が10.00％の据え置きとなり、結果、和歌山支部
における保険料率が0.02％引き上げとなることは、不本意で
はあるが了承する。 
しかし、現在、多額の準備金残高があるのは、リーマン

ショック後の厳しい経済状況の中、加入者・事業主の大きな
負担により積み上がったものであること、また、今までの保
険料率の議論で、平均保険料率引き下げを要望する声が多く
あったことを忘れてはならず、来年度以降、保険料率を考え
る際のタイムスパンについては中長期で考えていくことを明
確化したものの、今後、平均保険料率10％を維持とした前提
が変わることがあれば、速やかに平均保険料率を引き下げ、
加入者・事業主の負担軽減を図るべきであると考える。 

  
  
  
  

平成31年度の都道府県単位保険料率の変更に係る意見（案） 

健康保険法 第160条第7項  
 支部長は、（中略） 都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該 支部に設け
られた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行
うものとする。  

今年度は、特に和歌山支部における料率の引き上げ幅が
大きく、平均保険料率を下げることで、加入者の負担を
少しでも軽くすることが望まれる。しかしながら、自支
部のみならず、協会全体の視点から意見を述べたい。 
様々な手立てを打ちながらも、今後、医療費の減少が見
込まれない中、制度を安定的に運営していくためには、
本来、短期保険であるべき制度の趣旨には反するが、中
長期的視点での立場から、平均保険料率10%を維持す
ることもやむを得ない。 
ただし、国庫補助が当面の間、保障されている中、今後
の積立金の状況、組合解散等に伴う、加入者の変動に対
応しつつ、今ならば、できる得ることを検討いただきた
い。例えば、平均料率や都道府県単位保険料率の在り方
を十分議論したり、今後、財政が真に逼迫した場合にど
う対応していくのかの議論を行い、加入者に示していく
ことができれば、加入者の納得、安心につながるのでは
ないか。 

 


